
 

都市公園に設置する自動販売機に関する協定書（案） 

 

福井市（以下「甲」という。）と          （以下「乙」という。）は、甲の管

理する都市公園に設置する自動販売機に関し、次の条項により協定を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲乙両者は、都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）、都市公園法施行令（昭和 31

年政令第 290 号）、福井市都市公園条例（昭和 50年福井市条例第 18号）並びに、その他

関係法令の定めに従うとともに、信義を重んじ、誠実に本協定を履行しなければならない。 

（許可物件） 

第２条 乙は、次の表に定めるところにより、自動販売機を設置するものとする。また、 

設置面積には、使用済容器回収ボックス（以下「回収ボックス」という。）の面積を含む 

ものとする。 

都市公園名称 所在地 設置箇所 設置面積 

    

２ 乙は、前項の規定により自動販売機を設置する場合は、都市公園法第５条第１項の規 

定による公園施設の設置許可（以下「許可」という。）を受けなければならない。 

（用途の指定） 

第３条 乙は許可物件を、自動販売機及び回収ボックス（以下これらをあわせて「自動販 

売機」という。）の設置場所の用途に自ら使用しなければならない。 

（設置期間及び許可の更新） 

第４条 乙は、第２条第２項に定める許可を受けて、令和８年４月１日から令和１１年３月 

３１日までの間、自動販売機を設置するものとする。 

２ 乙は、前条に定める設置期間の終期までの間の許可を得るため、毎会計年度、甲に対 

し許可の申請を行うこととする。この場合において、甲は必要な条件を付して許可する 

ことができるものとする。 

３ 第１項に定める設置期間の満了時において、本協定の更新又は設置期間の延長は行わ 

ないものとする。 

（使用料） 

第５条 前条に定める設置期間における使用料の総額は、金      円とする。  

（使用料の納付） 

第６条 乙は、前条に定める使用料を、次に掲げるとおり、甲の発行する納入通知書によ 

り、甲が定める納付期限までに納付しなければならない。 

年度 使用料の額 納付期限 

令和８年度 金            円 令和８年３月３１日 



 

令和９年度 金            円 令和９年３月３１日 

令和１０年度 金            円 令和１０年３月３１日 

（費用負担） 

第７条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する一切の費用は、乙の負担とする。 

（電気料金の支払等） 

第８条 乙は、甲からの請求に基づき、甲に対して自動販売機に係る電気料金を支払うも 

のとする。 

２ 前項の規定に関わらず、乙が電力会社等から直接自動販売機の電気の供給を受ける場 

合は、乙は、当該電力会社等に対して電気料金を支払うものとする。 

（自動販売機の設置） 

第９条 乙は、次の各号に掲げる基準に基づき自動販売機を設置しなければならない。 

（１）自動販売機の設置に当たっては、省電力、ノンフロン対応、ヒートポンプ対応等の環

境負荷を低減した自動販売機の機種の設置に努めること。 

（２）据付面を十分に確認した上で安全に設置し、転倒防止対策を行うこと。また、設置後

は、定期的に安全面に問題がないか確認すること。 

（３）乙は、電気工事の要否、方法等について甲と協議し、甲の指示に従うこととし、乙は、

電気工事の完了後、直ちに甲に報告し、甲の確認を受けることとする。 

（４）自動販売機１台に１個以上の割合で、十分な容量の回収ボックスを設置すること。 

２ 自動販売機本体その他自動販売機の設置に伴う物品の搬入において、市の建物その他 

の物件に生じた損害は、すべて乙の負担とする。 

（自動販売機の管理） 

第 10条 乙は、自動販売機の管理について、次の点に留意しなければならない。 

（１）商品補充、金銭管理その他の自動販売機の維持管理については、設置事業者が行う 

こと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫及び補充の管理を適切に行う 

こと。 

（２）自動販売機に併設して、販売する商品の使用済容器回収ボックスを必要数設置し、設

置事業者の責任で適切に回収及びリサイクルすること。 

（３）使用済容器の回収頻度については、回収ボックスから使用済容器があふれないよう配 

慮するとともに、周辺の美化に努めること。 

（４）自動販売機の故障や問合せについては、連絡先を明記し、設置事業者の責任において

対応すること。 

（５）自動販売機が他者との併設の場合は、関係者間で回収方法を協議し、責任を明確に 

したうえで適切に回収・処理すること。 

（商品等の盗難又は毀損） 

第 11条 甲は、自動販売機若しくは当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販売 

機内の売上金若しくは釣り銭の盗難又は毀損及び停電等による売上の減少等の、自動販 



 

売機の設置及び管理に伴う一切の損害について、その責を負わない。ただし、当該損害 

の発生が甲の故意又は重過失に起因する場合は、この限りではない。 

（売上報告書の提出等） 

第 12条 乙は、本協定に係る自動販売機の売上状況を４半期ごとに取りまとめ、使用電気・

水道量とともに翌月１５日までに甲に提出しなければならない。 

（瑕疵担保等） 

第 13条 乙は、本協定締結後に、当該物件に数量の不足その他瑕疵があることを発見した 

場合においても、甲に対して使用料の減額の請求、協定の解除及び損害賠償の請求をする 

ことができない。 

（貸与等の禁止） 

第 14条 乙は、許可物件を貸与し、若しくは許可物件の使用権を第三者に譲渡し、又は指 

定用途を変更してはならない。 

２ 前項に定めるもののほか、乙は、この協定により生ずる権利若しくは義務の全部若しく

は一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。 

（維持保全義務） 

第 15条 乙は、許可物件を善良な注意を持って維持保全に努めなければならない。 

２ 乙は、許可物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を甲に報 

告しなければならない。 

（第三者への損害賠償の義務） 

第 16条 乙は、設置した自動販売機の転倒若しくは故障若しくは盗難による事故、その他 

構造上の欠陥、又は販売した商品による食中毒等により第三者に損害を与えたときはそ

の賠償の責を負うものとする。 

２ 甲が、乙に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、甲は、乙に対し求償すること 

ができるものとする。 

（使用上の制限） 

第 17条 乙は、許可物件の現状を変更し、又は工作物を設置してはならない。ただし、甲 

の承認を受けたときはこの限りではない。 

（秘密の保持） 

第 18条 甲及び乙は、本協定の履行上知り得た相手方固有の業務上又は技術上の秘密情報 

を第三者に漏洩してはならない。本協定が満了し、又は解除された後も同様とする。 

（協定の解除） 

第 19条 甲は、許可物件を公用若しくは公共用に供するため必要とするとき又は施設を廃 

止するときは、許可物件を廃止し、本協定を解除することができる。 

２ 甲が前項の規定により許可物件を廃止し、本協定を解除した場合において、乙に損害 

が生じた場合であっても、乙は、甲に対しその補償を請求しないものとする。 

３ 甲は、乙に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し催告 



 

なしに、許可物件を廃止し、本協定を解除することができる。 

（１）乙が本協定に規定する条件に違反し、又は本協定上の義務を履行しないとき。 

（２）乙が福井市暴力団排除条例（平成２３年福井市条例第２２号）第２条第１号及び第２

号に規定するもの並びにこれらのものと密接な関係を有する者と認められるとき。 

（３）前第１号及び第２号のほか、乙の責に帰すべき事由により、甲が許可を継続しがたい

と認めるとき。 

４ 乙は、第４条に定める設置期間が満了する前に、自己の都合により許可物件を廃止し、

本協定を解除する場合は、解除しようとする日の３ケ月前までに甲に通知するものとす

る。この場合、自動販売機の設置に関して甲が乙に行っている許可及び協定をすべて解除

するものとする。 

（損害賠償） 

第 20条 乙は、本協定上の義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に

相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 

２ 乙は、前条第３項及び第４項の規定により許可物件が廃止され、協定が解除された場合

は、第５条に定める使用料の総額の 100分の 10に相当する額を違約金として甲が定める

期間内に支払わなければならない。 

３ 前項に規定する場合において、甲に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超

えるときは、甲はその超えた金額についても賠償を請求することができる。 

（許可物件の返還） 

第 21条 乙は、第４条に規定する設置期間が満了したとき又は第１９条の規定により協定

が解除されたときは、甲の指定する期日までに許可物件を甲に返還しなければならない。 

（原状回復の義務） 

第 22 条 乙は次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに自己の負担において許可物件

を原状に回復しなければならない。ただし、甲が回復する必要がないと認めるときはこの

限りではない。 

（１）乙の責に帰する事由により許可物件を滅失又は毀損したとき。 

（２）前条の規定により許可物件を返還するとき。 

２ 前項第２号の規定により乙が許可物件を原状回復して返還しないときは、甲が乙に代

わって原状に回復することができるものとし、乙はその費用を負担しなければならない。 

（使用料の返還） 

第 23条 甲は、第 19条第１項の規定により許可物件を廃止し、協定を解除した場合、乙 

に対して既納の使用料のうち未経過期間に係る金額を日割り計算により算出し（その額

に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）返還するものとする。 

２ 前項の返還金には、利息は付さないものとする。 

３ 第 19条第３項及び第４項の規定に基づき、許可物件が廃止され、協定が解除された場

合は、甲は乙に対して既納の使用料は返還しないものとする。 



 

（返還時の請求権の放棄） 

第 24 条 第 21 条の規定により許可物件を返還する場合において、乙が許可物件に投じた

改良費等の有益費、修繕費その他の費用があっても、乙はこれを甲に請求しないものとす

る。 

２ 甲の承認の有無に関わらず乙が施した造作については、本協定の終了の場合において、 

乙は、その買取りの請求をすることができない。 

（協定の費用） 

第 25条 本協定の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

（裁判管轄） 

第 26 条 この協定に関して訴訟等が生じた場合は福井地方裁判所を第１審の管轄裁判所と

する。 

（その他事項の遵守及び疑義等の決定） 

第 27条 本協定に定めのない事項に関しては、甲、乙協議のうえ決定する。 

 

上記の協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 

１通を所有する。 

 

 

年  月  日 

 

甲 福井市大手３丁目１０番１号 

                       福井市 

                       福井市長  西行 茂 

 

 

                     乙 


